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獣医学の知見・技術は、動物（家畜、野生動物、魚介類など）を介したリスクから、ヒトの生命・健康を守ることに応用ができます。科学
的に考察する能力と獣医学的知見を基盤として、行政・法律などの社会科学の知識を組み合わせて習得することで社会に貢献します。
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獣医系技官とは、獣医師としての専門知識が必要になる業務を
行うため、獣医師免許取得者を、一般の国家公務員総合職試験
とは別枠で採用する行政官のことです。食品や感染症など、国
民の暮らしや健康に関する制度作りを中心に活躍しています。

食中毒対策、食品の輸出入などの国際
的な課題、食肉・食鳥肉の安全対策や
残留農薬、遺伝子組換え食品対策など、
食品の安全性の確保を図るため、食品
衛生法などの法律に基づいた種々の施
策を講じます。

狂犬病、デング熱、鳥インフルエンザ
等の動物由来感染症に対して、人への
感染を未然に防止するため、国民への
正しい知識の普及や危機管理体制の整
備、動物の輸入規制等の感染症法など
に基づく施策を講じます。

左記の分野にとどまらず、国際案
件、研究分野、政府の基本方針の
調整など、国全体で進めていく施
策に貢献することもあります。

食品安全 感染症対策 その他行政分野

本省を中心として様々な関係機関で活躍が期待されています。また、社会情勢の変化により、獣医師が必要となる
新たな部署に配属されるなど多種多様な部署や組織を経験できます

厚生労働省
本省

附属機関

地方自治体

関係機関

国際関係機関

内閣府

大臣官房

健康・生活衛生局

・疾病の予防及び治療に関する研究の総括

・食品の安全対策
・動物由来感染症対策

・食品表示
・食品衛生基準

検疫所

・食品のリスク評価［食品安全委員会］

消費者庁

環境省

北海道、茨城県、さいたま市、
福岡県

日本医療研究開発機構（AMED）、国立健康危機管理研究機構（JIHS）

在カナダ日本国大使館、世界保健機関（WHO）、国際協力機構（JICA）、ASEAN感染症対策センター（ACPHEED）

農林水産省 ・家畜衛生

・動物愛護管理

内閣官房 ・感染症危機への対応に係る司令塔機能［内閣感染症危機管理統括庁］

・自治体の公衆衛生獣医師として勤務

地方厚生局

国立保健医療科学院

他府省庁

令和 7年 9月現在

・輸出食肉施設などに対する査察、指導

・海港、空港の検疫業務と輸入食品監視業務

・公衆衛生に関する研究及び研修

国民生活・現代社会が直面する広範な分野・課題に対して、様々な獣医学

の知識及び技術を応用することにより、社会に貢献することができます。

獣医学的な知識を実社会に役立てます

公衆衛生分野を中心に活躍しています

多種多様な部署や組織で業務に携わっています
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獣医系技官とは

課長からのメッセージ

幅広いフィールドで活躍する獣医系技官

幅広いフィールドで活躍する獣医系技官  関係機関

幅広いフィールドで活躍する獣医系技官  他府省庁

チームで取り組むプロジェクト

ALL JAPAN

獣医系技官の１日の過ごし方

若手獣医系技官VOICE

ワークライフバランス

説明会・採用について

CON T E N T S

日本各地で経験を積み、活躍する

海外の機関・大学で成長、活躍する / 
留学制度

獣医系技官のキャリアパス

キャリアを積んだ獣医系技官

厚労省・農水省  獣医系技官  対談

※各獣医系技官の所属・役職は令和７年９月時点のものです。

科学的に考察する態度

物事を把握する能力

獣医系技官とは
厚生労働省  
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こんな想いをもっているなら、あなたの力を生かせるかもしれません

獣医師であると同時に公務員でもある獣医系技官は、専門家としての科学的思考、検証能力が求められる一方で、行政官としての調整力、
交渉能力も必要です。国家公務員であるため、国内外問わず、多種多様な分野の人と関わります。そのため、広い視野を持ち、人と交流できる、
コミュニケーション能力も求められます。これらの能力は、実務をこなすことで備わります。配属先については、採用者が少数の分、各
個人の能力を伸ばせるよう、人材育成を十分に考慮して行っています。

獣医師としての専門性と行政スキルの両方が必要です

政策立案から実施に至るプロセスすべてに関わります

公務員
（行政官）

獣医師
（専門家）

獣医学の知識を通じて人の健康に関わる
仕事です。その対象は日本国民全体に及
びます。社会に貢献したいという志が重
要です。

制度作りは自分一人ではできません。
多くの関係者の意見を聞き、自らも知
識を吸収しながら協力して物事に取り
組みます。

獣医系技官が携わる領域は多岐に及び
ます。好奇心を失わず、社会に対する
関心を常にもって課題に取り組むこと
が必要です。

人のため、社会のために
役立ちたい！

様々な人たちと
協力するのが楽しい！

いろいろなことに
興味がある！

政策の立案から実施に至るまでのすべての過程に獣医系技官は関与します。
円滑な課題解決ができるよう、情報収集し、関係者と意見交換していくことが大切です。

政策の立案

審議会での議論

現場視察

政策案・法案や
予算案の立案

政策の決定

国会にて
政策決定

（予算、法案）

政策の
実施

現場の視点
専門的議論

　今、このパンフレットを開いてくれた
皆さんは、「厚生労働省の獣医系技官って、
どんな仕事をしているんだろう。」と思っ
ていると思います。一般的に、獣医師は「動
物の健康を守る」仕事が多いと思います。
それに対して、私たち厚生労働省の獣医
系技官は「人の健康を守る」仕事、すな
わち「公衆衛生」を仕事としています。
そしてその中でも、特に食品衛生対策や
感染症対策などの分野における施策の企
画立案を担っています。

印象に残っている仕事・できごと

　私自身のことで言えば、平成 25 年に新
法として制定された食品表示法において、
その法案作成に係る検討会から国会審議
に至る一連の過程にイチから携わること
ができたこと、ゲノム編集食品のトマト、
マダイ、トラフグの初めての上市に携わ
れたこと、サル痘（現エムポックス）の
記者会見を行ったこと、新型コロナウイ
ルス感染症の感染状況を検討する専門家
会合後の毎回の記者会見を担当したこと、
小林製薬の紅麹事案を踏まえた機能性表
示食品の制度改正に携われたこと、など
が特に印象に残っています。記者会見は、
自分の発言がそのままテレビ画面に流れ
るので、緊張しつつも同時にとてもやり
がいのある業務でした。また、機能性表
示食品の制度改正では、関係団体と何度
も話し合い、調整し、理解をいただきな

がら進め、それぞれの立場の違いによる
様々なご意見がある中で、その時点とし
ては最良の制度改正が出来たと思ってい
ます。

厚生労働省で皆さんを待っています

　私が経験した業務以外にも、科学的知
見に基づいた食品のリスク評価、食品の
規格や基準の策定などの業務があります。
また、私は英語が得意ではないので希望
しませんでしたが、海外の大学への派遣、
海外の日本国大使館、WHO、JICAなどの

国際機関における職員としての業務もあり
ます。このパンフレットでご紹介するいず
れの業務も、人の健康を守る公衆衛生施策
の企画立案に深く関わる重要な業務です。

　人の健康を守る「公衆衛生」に興味があ
れば、獣医系大学の学生向けのインターン
シップ制度もありますので、是非、私たち
の仕事を肌で感じてみて下さい。厚生労働
省で、人の健康を守る「公衆衛生」施策の
企画立案を、皆さんと一緒に進めることが
できる日を楽しみに待っています。

健康・生活衛生局
食品監視安全課　課長

今川  正紀 IMAGAWA  Ma s a n o r i  

平成10年 厚生省（現厚生労働省）入省
平成21年 環境省動物愛護管理室　室長補佐（動物愛護行政の企画立案）
平成23年 消費者庁食品表示課　室長補佐（食品衛生の表示）
平成25年 厚生労働省監視安全課輸入食品安全対策室　室長補佐（輸入食品）
平成28年 さいたま市食品・医薬品安全課　課長（市内の食品衛生、医薬品監視指導）
令和２年 厚生労働省食品監視安全課食中毒被害情報管理室　室長（食中毒情報など）
 食品基準審査課新開発食品保健対策室　室長（ゲノム編集など）
令和４年 厚生労働省結核感染症課感染症情報管理室　室長（動物由来感染症、

新型コロナウイルス感染症など）
令和５年 消費者庁食品表示課保健表示室　室長（機能性表示食品、トクホなど）
令和７年 現職

課長からのメッセージ
 l e a d e r s  m e s s a g e

獣医系技官とは厚生労働省  
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食品監視安全課
食中毒対策、食品の輸出入などの国際的な課題、食肉・食鳥肉の安全対策や残留農薬、遺伝子組み換え食品対策など、
食品の安全性の確保を図るため、食品衛生法などの法律に基づいた種々の施策を講じています。

厚生科学課
科学的根拠に基づく政策立案のための行政研究の推進、革新的医薬品創出等の保健医療分野の科学技術イノベーション
戦略の推進、自然災害や重篤な感染症への危機管理、など、省全体に関わる業務を所掌しています。

新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて感染症対策部が設置されました。国内外の感染症の動向を把握し様々な
対策を講じています。内閣官房内閣感染症危機管理統括庁などの関係機関とも連携し業務を行います。

　海外から輸入される食品については、全国の海港・空港に置かれた厚生労働省
の検疫所において、食品衛生法に適合しているか書面審査や検査による確認が行
われ、合格したものだけが国内で流通する仕組みとなっています。
　私が所属する輸入食品安全対策室では、それぞれの食品の持つリスクに応じた
効果的な監視指導が検疫所で行われるよう、年間計画を立て、その計画を円滑に
実行できるよう、様々な調整を行っています。海外で健康被害を起こしている食
品が輸入されたときなど、突発的な事案にも対応しています。
　また、日本の法律に合致したものを輸出してもらえるよう、輸出国の政府機関
と協議したり、現地調査を行って改善策をともに検討するなど、国際的な連携も
進めています。

　輸入食品に対して漠然とした不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、国内の食品
と同様、輸入食品についても皆さんが安心して口にできるよう、私たち厚生労働省職員が誇り
を持って日々取り組んでいます。こうした活動をより多くの方に知っていただけるようアピー
ルしていきたいです。

　感染症分野では、平成27年から3年間、結核感染症課で課長補
佐として、動物由来感染症対策や病原体管理規制への対応等の企
画立案や危機管理対応を行いました。特に、薬剤耐性への課題へ
のワンヘルス・アプローチの対策やジカウイルス感染症がPHEIC
（国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態）となったことに伴う
感染症関係法令の改正等が強く印象に残っています。感染症分野
の医薬品研究開発については、AMEDの感染症疾患調査役として
携わった令和3年からの3年間に続いて、令和6年に着任した感染
症対策課の課長補佐としても取り組みました。令和7年からは、感
染症情報管理室長として、広報、感染症の情報管理、動物由来感
染症対策、医療DXの推進、病原体管理規制への対応を中心に、様々
な課題に取り組んでいます。

　広報に携わるのは初めての経験ですが、感染症予防の基本は国民の皆様へ
の注意喚起が基本であり、患者を少なく抑えるための大変重要な業務と感じ
ています。いま話題の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の対策の啓発につ
いても、有名誌の編集長など様々な職歴を有する同僚と一緒に、メディアの
方々を通じて国民の皆様に分かりやすく伝えることに心がけています。

この仕事のやりがい・魅力は？

この仕事のやりがい・魅力は？

この仕事のやりがい・魅力は？

　現在、日本政府は農林水産物・食品の輸出拡大に取り組ん
でおり、厚生労働省は食品衛生法を所管する省庁として輸出
解禁の交渉や適切な食品が輸出されるための国内管理等を
行っています。具体的には、輸出先の国や輸出する食品の種
類によって要求される衛生管理が異なるため、その要求を満
たすことができるよう国内の事業者や自治体に説明し管理体
制を整え、輸出先国政府に対しては要求内容を満たしている
ことを説明していきます。また、輸出先国の要求内容について、
科学的な根拠に基づき意見を提出することもあり、獣医師と
しての知識や科学的考察力が活かされる場面だと思います。
輸出先国政府の査察官を迎え、日本の管理体制について理解
を深めてもらうことも重要な業務のひとつです。

　日々、多くの方から困っていることの相談や新しいアイデアのお話を
いただきますが、どんなにいい解決策やアイデアがあっても、法基盤が
整っていなければそれを社会に反映させることができません。社会が前
に進むための土台を作ることができるのは公務員だけだと思います。

　私の現在の業務は、省内の各部局が、科学研究や科学技術に関する業務を円滑
に進めるための「お手伝い」です。
　例えば、「厚生労働科学研究費補助金」（厚労科研）事業の取りまとめ役を担っ
ています。食品安全などの個別の分野を担当する獣医系技官は、担当分野で推進
すべき研究課題の検討を行いますが、私は内容面ではなく、研究制度全体の運用
を担当しています。研究者がスムーズに研究を進めたり、一般の方々が研究成果
を活用したりできるよう、研究課題の公募などに関するルールの策定、研究成果
を公表するためのデータベースの整備などを行っています。
　主役にはなりませんが、獣医師として幅広く、科学を題材にした業務に携わる
ことができ、他部局とは違った面白さを感じられます。

　他省庁等外部への出向を経験することが、特に成長の助けとなりました。以前に携わってい
た業務について別の立場から考えたり、自分が以前所属していた部局とやりとりしたりするこ
とで、新たな考え方を得られたり、思考の幅が広がったりしたと感じています。

獣医系技官が活躍するフィールドでの、実際の業務の様子などを、先輩技官に紹介して
もらいました。

獣医系技官幅広いフィールドで活躍する

平成24年入省。新開発食品保健対策室、食品監視安全課乳肉安全係、
北海道厚生局食品衛生課などを経て、令和６年から現職。徳島県、
内閣官房内閣感染症危機管理統括庁への出向も経験。

大臣官房厚生科学課

奥村　水門
OKUMURA  M i n a t o

平成11年入省。途中、米国留学やWHOへの派遣、さい
たま市への出向などを経験しながら、検疫所、監視安全課、
基準審査課、国際食品室、結核感染症課等において多様
な業務に携わる。令和５年９月から現職。

健康・生活衛生局
食品監視安全課　輸入食品安全対策室長

福島 和子
FUKUSH IMA  K a z u k o

平成12年入省。食品安全分野では、輸入食品、
輸出食品、リスク評価への対応や経済連携協定
交渉に従事。医療・感染症分野では、AMED疾
患基礎研究課長として感染症等の医薬品研究開
発支援を推進。令和7年より現職。内閣官房内
閣感染症危機管理統括庁兼務。

健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課
感染症情報管理室長

大塚 和子
OTSUKA  K a z u k o

平成26年入省。厚生労働省本省で輸入食
品、遺伝子組換え食品及び健康食品の安
全対策などを担当したほか、徳島県、内
閣府食品安全委員会事務局及び消費者庁
への出向や二度の産休・育休を経て現職。

健康・生活衛生局
食品監視安全課　輸出先国規制対策室
輸出食品安全対策官

石井　絵美
ISH I  Em i
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地方厚生局 
地方厚生局は、地域における厚生行政の政策実施機関として、健康・福祉、年金、医療・医薬、麻薬取締等に関する業務を行っています。
食品衛生課では、食品等の輸出促進対策、広域食中毒の防止、登録検査機関の監督等を行っています。

検疫所
検疫所は国民の健康と安全を水際で守るために、感染症の流入を防止する入国者に対する検疫業務、媒介動物の侵入を防止する
衛生業務、そして輸入食品による健康被害を防止する輸入食品監視業務を主に行う厚生労働省の施設等機関です。

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進、成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発のための
環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施、助成等の業務を行っています。

　地方厚生局食品衛生課では、食肉、食肉製品、卵製品、水産食品などを輸出する
施設の認定や、認定施設の定期的な査察を実施しています。
　私は主に牛肉、豚肉などの食肉やローストビーフ、ハムなどの食肉製品製造施設
の定期査察を担当しています。定期査察では、認定施設のウォークスルーや製造記
録の確認を行い、輸出先国の求める衛生要件を遵守しているか、動物福祉に配慮し
ているかなどを確認しています。関東信越厚生局管内には、30年以上も認定施設
として維持管理されている施設から、認定を取得して間もない施設、認定希望施設
まで様々な施設があり、それぞれ製造している製品も抱えている問題も異なります。
そのため、施設毎に最適な指導を行えるよう、日々検討を重ねています。

　地方厚生局の定期査察業務は、認定施設の方々や施設を所管する地方自治体の方々の生の声
を聴き、日々の努力を身近に感じられることが大きな魅力です。関係者一丸となって食肉衛生
の向上を目指すため、海外で日本産の食肉を見かけると大変嬉しく思います。

　国際協力部では、組織全体に関わる国際案件の各種調整業務を
実施しています。公衆衛生上大きな脅威となる新興・再興感染症
への対応のための情報提供、研究・技術面での国際貢献、WHOや
諸外国の研究機関等との連携調整を行っています。具体的には
2003年以降、台湾、中国、韓国、インドネシア、ベトナム、インド、
モンゴル、タイ等の感染症研究機関との研究協力に関する覚書
（MOC）を締結し共同研究事業を推進するとともに、「日中韓感染
症フォーラム」等の開催を通じた諸外国との情報共有・連携強化
を進めています。またJICAが実施する感染症対策事業で必要とさ
れる専門家の派遣や研修の実施に関する連絡調整窓口を務めるな
ど、国際貢献にも取り組んでいます。

　監視安全課の時、BSE発生に伴い輸入停止となっていた米国・カナダ産牛
肉の輸入再開に向けて現地の食肉処理施設の現地査察を行いました。広大な
北米は移動など大変でしたが、当時社会的に関心が高かった案件にかかわる
ことができ、貴重な経験となりました。

印象に残っているプロジェクト

この仕事のやりがい・魅力は？

印象に残っているプロジェクト

　食品衛生法に基づき、販売等を目的として食品、添加物等
を輸入する場合、検疫所への届出が必要です。食品監視課で
はその届出が日本の基準に適合しているか審査し、必要に応
じて検査を行っています。成田空港は、鮮度を重視する食品（活
うなぎ、生鮮まぐろ等）、付加価値の高い高級食材（トリュフ、
フォアグラ、キャビア等）、衛生管理が厳しく求められる冷蔵
品、そして、わが国に輸入実績のない新しい食品等の輸入が
多い傾向があります。国民の皆様に安全な食品等を速やかに
届けられるように、急ぎながらも慎重に業務を行っています。
　今年の夏は猛暑で、倉庫での現物確認検査はかなり厳しい
状況でしたが、多種多様な食品等や多くの輸入者と接しなが
ら、変化に富んだ日々を過ごしています。

　いつ収束するか分からない状況の中、新型コロナウイルス感染症の検
疫対応（入国者対応、陽性者療養施設対応等）を多くのスタッフと協力
して行ったことが強く印象に残っています。大変な事も多いですが、普
通では経験できないことを数多く経験することが出来ました。

　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）は、医療研究開発を基礎か
ら実用化まで一貫して推進している資金配分機関です。新しい医薬品や医療機器、
治療法の開発においては、製薬企業のみならず、アカデミア（大学、研究機関等）
における研究成果を実用化につなげることも重要です。
　私は、新たな研究成果を生み出すアカデミアの基盤整備を進め、実用化を促進
するため、大学病院・医学部としての研究改善に係る取り組みと研究活動を一体
的に推進するプログラムや、大学発の医療系スタートアップ（いわゆるベンチャー
企業）を支援する事業、アジア地域における臨床研究・治験ネットワークを構築
する事業、質の高い生物統計家を育成する事業等を担当しています。

　この仕事は、医学研究のみならず、獣医学分野も含めた幅広い分野の研究を連携させ、その
成果を医薬品・医療機器等につなげる仕事です。基礎研究が実用化されるまでは非常に長い時
間がかかりますが、革新的な研究成果や医薬品・医療機器の実用化につながる可能性が見えた
時は、一日も早く患者さんに届けられるよう、さらにがんばる意欲がわきます。

平成14年入省。検疫所、監視安全課、基準審
査課、厚生科学課、結核感染症課、地方厚生
局等において多様な業務に携わる。途中、農
林水産省や内閣府への出向、産休・育休等を
経て令和７年４月から現職。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）
橋渡し・臨床加速事業部医学研究推進事業課　課長

田中  鈴子
TANAKA  S u z u k o

平成21年入省。九州厚生局で輸出食肉施設の査察等を担
当。その後、福岡県への出向を経て健康・生活衛生局食
品監視安全課、同局国際食品室（令和6年4月より消費者
庁へ移管）等の業務を経験。令和6年1月より現職。

関東信越厚生局
健康福祉部食品衛生課食品衛生専門官

伊藤  詩織
ITO  S h i o r i

平成10年入省。東京検疫所、本省の基準課、監視安
全課及び企画情報課国際食品室などで主に食品安全関
係業務を担当。その後、在カナダ日本国大使館への出
向や感染症対策課感染症情報管理室長などを経て令和
7年より現職。

国立健康危機管理研究機構
国立感染症研究所
国際協力部長

横田  栄一
YOKOTA  E i i c h i

平成3年入省。乳肉衛生課、千葉市保健福祉局、
医薬品医療機器総合機構、中国四国厚生局、基
準審査課、東京検疫所食品監視課、医薬基盤健
康栄養研究所等、18箇所の職場に勤務。令和6
年より現職　

成田空港検疫所
食品監視課 課長

茂野  雄城
SH IG ENO  K a t s u s h i r o
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この仕事のやりがい・魅力は？

国立健康危機管理研究機構（JIHS）は国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが令和7年4月に統合し、新たに発足した組織です。
JIHSは感染症その他疾患に関する調査・研究の実施や医療の提供を通じて安心できる社会の実現に貢献することを使命としています。

国立健康危機管理研究機構

幅広いフィールドで
活躍する獣医系技官関係機関幅広いフィールドで活躍する

獣医系技官
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幅広いフィールドで
活躍する獣医系技官

消費者庁ー食品表示課
市場に流通している食品には、その包装に様々な表示があります。食品表示課では、その包装表示の内容や記載方法について、
基準を策定する等しています。

内閣府食品安全委員会事務局
内閣府食品安全委員会事務局は７名の委員、16の専門調査会やワーキンググループで構成されており、リスク管理機関から
独立して科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に食品のリスク評価を行う機関です。

　令和６年４月に食品衛生基準行政の厚生労働省から消費者庁への移管に伴
い、令和６年４月から消費者庁に異動しました。異動前の３月に小林製薬の
紅麹関連製品の事案が発生し、食品衛生の関係で関わっていましたが、当該
製品が食品表示法に基づく食品表示基準を踏まえた機能性表示食品であった
ため、消費者庁異動後は「機能性表示食品を巡る検討会」等、食品衛生と食
品表示の両方に関わっておりました。その後、令和７年４月に、食品表示課
保健表示室に異動になり、機能性表示食品を含む保健機能食品、乳児用・病
者用の特別用途食品、栄養成分表示等の食品表示制度を担当しています。主
な業務としては、検討会の報告書等を踏まえた、機能性表示食品の見直しを
円滑に進めることです。

　監視安全課乳肉安全係の時、平成25年のBSE対策の見直しでは、食品安全委員会の
リスク評価結果を踏まえて、米国産牛肉の輸入できる対策を20ヶ月齢以下から30ヶ月
齢以下に引き上げを行いました。この見直し以降、米国産牛肉の輸入が増え、多くの店
舗で米国産牛肉を見ることになりました。

　環境省の動物愛護管理室は、人と動物の共生する社会の実現を
図るために、動物の虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取り扱いや
動物の健康と安全を守ることを通じて、命を大切にする心豊かで
平和な社会を築くとともに、動物を正しく飼養し、動物による人
の生命、身体及び財産に対する侵害や、騒音や悪臭など生活環境
の保全上の支障を防止することを目指し施策を展開しています。
人と動物のかかわり方は、ペット、産業動物、実験動物などその
目的や種の違いに応じて多岐にわたりますが、これら動物の適正
な飼養管理のため、時には専門家を交えながら基準の策定を行っ
たり、自治体、業界及び愛護団体等関係者と協力しつつ、動物愛
護管理法の趣旨に沿った普及啓発などに取り組んでいます。

　入省１年目から日本へ牛肉を輸出している他国の食肉処理施設へ査察を
行ったり、食品監視安全課時代には、全国ニュースになるような大規模食中毒
事件の原因究明など、全国の自治体と協力して行いました。他国や全国の自治
体職員と直接やりとりできるのは、国家公務員ならではだと思います。

この仕事のやりがい・魅力は？

印象に残っているプロジェクト

この仕事のやりがい・魅力は？

　食品衛生に関する規格基準を策定するために、食品
安全委員会（独立性の維持のため内閣府に設置）が、
科学的知見に基づきリスク評価を実施します。私は
様々な規格基準のうち、獣医の知識を活かせる、乳、
乳製品や畜水産物の微生物に係る規格基準の策定に関
する業務を担当し、食品安全委員会へリスク評価を依
頼するための規格基準案の検討を行っています。規格
基準案の検討においては、ハザードを考え、それを低
減するために必要なリスク管理措置（ハザードが低減
したことを確認するための規格や加熱殺菌など製造の
基準）を専門家や関係機関と意見交換しながら進める
など、食品の安全を守るために様々な調整を実施して
います。

　入省後しばらく1年おきに部署を異動し、様々な食品衛生に
関する業務を担当しました。若いうちに多様な業務を経験でき
たことで、視野が広がり自身の成長につながったように思いま
す。国という最前線の立場で多くの人と関わり合いながら、社
会課題に向き合う日々にやりがいを感じています。

　内閣府食品安全委員会事務局は、リスク評価に必要な科学的知見の整理、リスク
管理機関との連絡調整、リスクコミュニケーション等を行っています。評価調整官
は、化学物質系を担当する評価第一課と、微生物やかび毒など生物系を担当する
評価第二課の両方に属し、多岐にわたる危害要因に係るリスク評価に携わり、
ほとんどの専門調査会に出席して横断的事項を担当します。また、近年のレギュラ
トリーサイエンスの進展に伴い、リスクアナリシスに係る新たな評価技術が国内外
で開発されており、それらをリスク評価に活用するための取組みを行っています。
リスク評価を行うために必要な科学的知見やデータを得るための研究や調査事業
にも携わっており、業務は多岐にわたります。

　内閣府食品安全委員会事務局は、厚生労働省、農林水産省、水産庁など様々な省庁の職員で
構成されていて、異なった背景を持つ者が一堂に会することによる面白さと、考え方ややり方
の違いによる難しさがあります。話し合いながら協力して取り組める楽しさも感じています。

平成13年入省。入省２年目に本省監視安全課にて国内及び輸入牛
のBSE対策等に携わり、東京検疫所、横浜検疫所を経て、再び本省
乳肉担当補佐として国内監視を担当。その後、横浜検疫所を経て、
令和７年より現職。

内閣府食品安全委員会事務局
評価第一課　評価調整官

蟹江  亜希子
KAN I E  A k i k o

平成16年入省。監視安全課で東日本大震災（食品中の放
射性物質）関連業務、BSE対策等を担当。内閣府食品安
全委員会事務局評価第二課を経て、消費者庁食品衛生基
準審査課。令和７年４月より現職。

消費者庁
食品表示課　保健表示室長

今西　保
IMAN I SH I  T amo t s u

平成29年入省。畜産の主要地域の九州に
おいて輸出食肉処理施設の査察業務に従
事。その後２年間の福岡県庁出向を経て、
厚生労働省食品監視安全課にて食中毒被害
情報の管理及び乳肉の安全行政を担当。令
和５年より現職。

環境省
自然環境局総務課動物愛護管理室
指導調整専門官

佐藤  暢彦
SATO  N o b u h i k o

平成29年入省。東京検疫所を経て、食品監視安全課輸
入食品安全対策室にてBSEに係る輸入牛肉の月齢制限撤
廃に関する業務を経験。食中毒被害情報管理室時代は
コーデックス専門部会に出席。その後茨城県に出向し、
令和4年より現職。

消費者庁
食品衛生基準審査課　係長

塚本  絢己
TSUKAMOTO  J u n k i
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の
実
現
を
目
指
す

国
民
の
健
康
保
護
の
た
め

食
品
の
リ
ス
ク
評
価
を
行
うこんな仲間と働いています

今日の環境問題は、日常生活や事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、解決の手段として大量生産・
消費・廃棄型の現代社会の在り方を持続可能なものへと変革するため、環境省は様々な施策を講じています。

環境省

他府省庁

消費者庁ー食品衛生基準審査課
食品安全委員会のリスク評価結果に基づき、農薬、動物等医薬品等の残留基準や、食品添加物、微生物等に係る規格を
策定するほか、食品の安全性を確保するための製造・加工等の基準を策定しています。

幅広いフィールドで活躍する
獣医系技官
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CANADA

日本各地で経験を積み、活躍する
獣医系技官の活躍する場は霞ヶ関に留まりません。
全国各地で地方地域の公衆衛生行政に貢献すべく、日々奮闘しています。

自治体で活躍する獣医系技官

厚生労働省では各自治体との人事交流を行っており、各自治体
でと畜検査や食品衛生業務などを経験し、法律に基づく実際の
自治体の動きを知るとともに、円滑に行政が動けるよう各自治
体とのつながりを強めています。

角野  敬行
S U M I N O  T a k a y u k i  

JICA長期派遣専門家
(パラグアイ)

国際協力機構

在カナダ日本大使館

　令和5年からJICA（独立行政法人国際協力機構）を通じ、パ
ラグアイの行政機関であるSENACSA（国立家畜品質・衛生機構）
で、JICA長期派遣専門家として勤務しています。現在は、食品
衛生等の行政サービス向上を目的としたJICAの技術協力プロ
ジェクトに携わっています。このプロジェクトはSENACSAの
職員と共に進めるため、言語や文化が異なる中での業務は簡単で
はありませんが、獣医師として
の公衆衛生の専門知識と、厚生
労働省で培った行政経験を活か
しながら、日々挑戦しています。

海を越えて食の安全を守る、公衆衛生獣医師の挑戦

大里　早貴
O S A T O  S a k i

在カナダ日本大使館
一等書記官

　カナダの首都オタワにある日本大使館の経済班で、食品衛生や食肉検査を含む、保健・
労働分野を担当しています。経済班は他省庁からの出向者が多く、主に出身省庁に関係
する分野をそれぞれが担当しますが、何かあれば担当に関わらずみんなで相談しながら
仕事をしています。
　また、2025年はカナダがG7開催国であるため、６月のG7サミットでは全館体制で
日本からの代表団を迎える準備を行いました。これまで関わることのなかった業務も数
多くありますが、そのぶん刺激や学びが多い職場だと思います。

大使館業務を通じてカナダの公衆衛生を考える

J ICA

長谷川　朗生
H A S E G A W A  A k i o  

世界保健機関本部
栄養食品安全部
テクニカルオフィサー

世界保健機関本部

　世界保健機関の所掌範囲は広く、私の部門では「食中毒予防」「健
康的な食事」といったグローバルな課題について専門家を招いて解
決策を議論し、成果を文書にまとめるといった業務を行っています。
最近では食中毒の原因となるサルモネラやウイルスをテーマに会議
を開催しました。会議では専門的な議論が交わされるため、厚生労
働省での実務経験や大学で学んだ知識が役立っています。言語の壁
などの苦労もありますが、多様な
バックグラウンドを持つ上司や同僚
と協力しながら取り組むことに大き
なやりがいを感じています。

国際機関でグローバルな課題に対する解決策を導く

WHO

能力を生かし、海外の国際機関や在外公館で活躍する獣医系技官もいます。
日本を飛び出し、幅広い視野で活躍することが期待されています。
能力を生かし、海外の国際機関や在外公館で活躍する獣医系技官もいます。
日本を飛び出し、幅広い視野で活躍することが期待されています。

海外の機関・大学で成長、活躍する

　保健所では、飲食店や工場の衛生監視
及び指導、食中毒発生時の調査及び対応
などに携わっています。食品衛生分野に
おいては、日々の業務の積み重ねが大規
模な健康被害を未然に防ぐことにつなが
ります。責任の重さを感じる一方で、社
会に確かな役割を果たしているという実
感を持てることが、この仕事の大きな魅
力です。

小林  賢弥
K O B A Y A S H I  T o s h i y a

茨城県
潮来保健所衛生課

茨城県 地域に根差した食品衛生行政

　ワンヘルスとは「人の健康」「動物の
健康」「環境の健全性」を一つの健康と
捉え、一体的に守っていくという考え方
で、福岡県はワンヘルスの取組みに力を
入れています。
　出向１年目は食肉衛生検査所で、２年
目は県庁で、食品衛生に関する業務を担
当し、食中毒予防対策などを通じて「人
の健康」を守るため働いています。

村上  怜
M U R A K A M I  R e i

福岡県
保健医療介護部　生活衛生課　

福岡県
ワンヘルスの中心地、
福岡県で「人の健康」を守る 　獣医系技官として、専門知識と政策を橋渡しする

役割が果たせるよう、オランダのユトレヒト大学で
疫学を学びました。ユトレヒト大学では、医学部や
獣医学部などと連携したワンヘルスの研究環境が
整っています。多岐にわたる専門家と国際的なチー
ムで薬剤耐性遺伝子のリスク因子について分析しま
した。英語で学べる大学院が多く、公共交通機関が
充実し、自転車移動が一般的なオランダは、留学生
にとって生活しやすい国でした。この経験は、国際
的な視野をもち、専門性を高める貴重な機会となり
ました。

堀江　真悠
H O R I E   M a y u

健康・生活衛生局　食品監視安全課

ワンヘルスを世界で学ぶ：政策に貢献するための専門性

研修制度により、海外留学をすることが可能で、
外国の大学院を対象とした行政官長期在外研究員
制度や、外国の政府機関・国際機関等を対象とし
た行政官短期在外研究員制度があります。獣医系
技官も本制度を利用し留学を行っています。

派遣研修制度の詳細については、
人事院のホームページをご覧ください。

留学制度 留学体験談

　さいたま市の公衆衛生の向上に向けて、
食品安全、動物愛護管理、薬事、環境衛
生など、生活衛生業務全般の統括を行っ
ています。
　業務内容が幅広く苦労することもあり
ますが、地域社会における公衆衛生獣医
師の重要さを肌で感じるとともに、厚生
労働省で策定された公衆衛生政策が関係
者の努力により着実に遂行されているこ
とを実感しています。

川越  匡洋
K A W A G O E  T a d a h i r o

さいたま市
保健衛生局 保健部
生活衛生課　課長　

さいたま市 北海道
さいたま市に出向し、
生活衛生分野の一司令塔として奮闘

　北海道は、ホタテやいくらをはじめと
する海や大地の豊かな恵みを世界へ輸出
しています。輸出食品は、日本の法律に
基づく管理に加え、輸出先国の基準もク
リアする必要があります。その安全を守
るのが獣医師をはじめとする専門職の使
命。国と自治体、事業者が連携し、安心
でおいしい食品を世界に届けています。 中澤 翔揮

N A K A Z A W A  S h o k i

北海道保健福祉部
健康安全局　食品衛生課　

食の宝庫・北海道から、世界へ
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幅広いフィールドで
活躍する獣医系技官
他府省庁

日本各地で経験を積み、
活躍する

地方自治体
北海道、茨城県、
さいたま市、福岡県

海外留学
国際関係機関

他府省庁 
内閣府、農林水産省、
消費者庁、環境省 

など

海外の機関・大学で
成長、活躍する/
留学制度

　平成 14年　検疫所業務管理室　係員

　輸入食品の安全性確保のための対策を立てる厚生労働省本省と、
全国の港や空港で到着する輸入食品の監視業務を行っている検疫所
との間の連絡調整を担当しました。初めての職場で、入省するまで
接することのなかった検疫所からの問い合わせ等に対応することは
大変でしたが、検疫所に回答するために必要な食品衛生法の規定や
食品、添加物等の規格基準に関する知識を網羅的に学べたことは、
その後のキャリアに大きく役立っています。

　平成 18年　監視安全課食品安全係長

　食中毒対策など食品安全全般を担当していました。在籍中に、食
品の期限表示の偽装問題、ノロウイルス食中毒の流行、中国産冷凍
ほうれんそうの残留農薬問題など、世間を騒がす事案が発生し、健
康被害等が拡大しないよう、都道府県等と連携しながら対応しまし
た。再発防止策として食中毒の国への報告対象の見直しや食中毒処
理要領の改正などに携わりました。このような食品の安全性を脅か
す事案が起きないことが最善ですが、ここでの経験で危機管理対応
の基本を学ぶことができました。

　平成 21年　WHO出向

　WHOでは、国連食糧農業機関（FAO）の職員と一緒に、食品中
の微生物のリスク評価を行う専門家会合の事務局を担当していまし
た。食品安全の国際基準を策定するコーデックス委員会から依頼さ

れたリスク評価について、世界中から専門家と評価に必要なデータ
を募集し、専門家の選定、収集したデータの整理等を行い、専門家
会合が円滑に進むよう取り組みました。英語で世界の専門家等とや
りとりするのは大変でしたが、獣医学の知識が役立つ場面もあり、
国際機関で獣医師として働くという貴重な経験ができました。

　平成30年　輸入食品安全対策室　室長補佐

　平成 30 年に公布された改正食品衛生法において、輸入される食
肉に HACCP に基づく衛生管理を求めること、乳及び乳製品に衛
生証明書の添付を求めることとなり、省令改正や輸出国への通報、
輸入可能な国の告示等を担当しました。すでに多くの国から食肉や
乳・乳製品を輸入しており、施行日を迎えてもそれらの輸入に支障
が出ないよう、丁寧な説明や迅速な情報収集・分析に努めました。
輸出国との協議には英語が必要でしたが、WHO 等での経験が役立
ちました。

　令和4年　さいたま市　生活衛生課長

　入省3～ 4年目に、岡山県に係員として出向した経験はありまし
たが、これまでの本省等での勤務を経て、さいたま市の課長として
出向しました。事業者、消費者、学識経験者、庁内の他部局等から
意見をいただきながら、市の食品安全に関する施策を立案・推進す
る業務を担当し、時には直接市民の方に食品安全に関する話題を提
供したり意見交換をする機会を通じて、生活者の目線で食品安全を
考えることの大切さを再認識することができました。

課長
・
室長

これまでの豊富な知識と経
験をもとに、各課室の政策
立案の責任者かつ管理職
としての使命を持ち、政策
実現能力が求められる立場
となります。また、人材育成
や組織資源の最適配分な
どの高度のマネジメントを
通じて、業務運営の効率化
を図ることが求められま
す。

係員・係長時代に習得した
知識や経験に基づいたより
広い視野をもった働きが求
められ、担当する政策の立
案・実施の実務において調
整や判断を行う役割を果た
すこととなります。関係各
所とも連絡をとるマネジメ
ント能力が必要となるほ
か、業務の中核的な立場と
して、課題解決能力も求め
られます。

獣医系技官に求められる能
力、関連法規等への理解を
深め、今後の職務のベース
となる知識を習得します。
上司の指示・指導のもと、
政策の立案・実施の基礎を
なす業務を着実に行うこと
が求められます。検疫所へ
の配属や自治体への出向
等、本省以外に配属される
機会もあります。

課長補佐
・
専門官

係員時代に習得した知識
や経験をもとに、さらに専
門的な知識・技術を身に付
け、担当する政策の立案・
実施の実務に自律的に取り
組みます。また、部下の指
示・指導や担当業務全体の
チェックなど係のマネジメ
ントも行うことが求められ
ます。他府省庁へ出向とな
る機会もあります。

係長
・
主査

係員

厚生労働省の獣医系技官は、主に2～3年程度で異動となります。本人
の希望や適性等が考慮された上で、厚生労働省の本省だけでなく、各
附属機関や他府省庁、地方自治体、国際関係機関等に配属され、様々
な業務を担います。
若手のうちから多くの人々と関わり業務を経験する中で、専門家として
の科学的思考、検証能力だけでなく、行政官としての調整力、交渉能力
を身につけていきます。その中で、幹部職員になると決断力やマネジメ
ント能力がより求められることになります。

他機関への出向や海外留学など

P12
参照

P10、11
参照

P13
参照

獣医系技官の先輩に、
今までのキャリアを語ってもらいました

キャリアを積んだ獣医系技官

獣医系技官の
キャリアパス

平成14年 企画課検疫所業務管理室（輸入食品監視に係る検疫所との連絡調整の担当）
平成16年 岡山県に出向（食品衛生監視指導等の担当）
平成18年 監視安全課食品安全係長（食中毒対応等の担当）
平成21年 人事院行政官短期在外研究員として派遣（オーストラリア）
平成24年 世界保健機関（WHO）食品安全・人獣共通感染症部に出向（食品微生物リス

ク評価の担当）
平成27年 企画情報課国際食品室 専門官（経済連携協定交渉等の担当）
平成30年 食品監視安全課輸入食品安全対策室 室長補佐（輸入食肉の安全確保等の担

当）
令和２年 食品監視安全課 課長補佐（国内における食肉衛生の担当）
令和４年 さいたま市生活衛生課 課長（生活衛生関係業務の担当）
令和７年 現職

小島  三奈  K O J I M A  M i n a  

健康・生活衛生局　食品監視安全課
輸出先国規制対策室長

厚生労働省では食品安全分野で地方自治体での勤務から海外
国際機関への出向まで経験することができました。実感した
のは、世界、国、地方のどの段階でも食品の安全性確保は重
要な社会テーマであり、そこには必ず公衆衛生獣医師が重要
な役割を果たしてるということです。
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CROSS TALK
酒田：就職先について迷っている時に、
漠然と「スケールの大きい仕事がしたい」
と思ったのがきっかけです。それと、食
べることが好きだったこともあり、国産
の安全な食品がいつでも食べられる社会
を守りたいと思いました。農水省を選ん
だのは、獣医師としてどう社会に関わり
たいか、と考えた時に、特に畜産業を家
畜の伝染病から守りたいという気持ちが
強かったからですね。本橋さんが国家公
務員を志望された理由は何ですか？

本橋：最初に公衆衛生行政に興味を持っ
たのは、大学での厚労省の職員による出
張講義ですね。獣医師の知識を活かして
人の健康を守る、という仕事に大きなや
りがいを感じ、国際的な感染症対策にも
携われるという点から国家公務員、特に
厚労省を選びました。

獣医系技官は厚生労働省のみならず、農林水産省にも多く在籍しています。
業務は違えど、多くのことで連携をしあい日々奮闘しています。

獣医系技官 実像、それぞれの役割とは？

 
 現在の業務について

本橋（厚生労働省採用→農林水産省出向中）：
酒田さん、今日はよろしくお願いします。
今はお互い出向中の身という、少し不思
議な立場ですね（笑）。まずは現在の業務
について教えてください。

酒田（農林水産省採用→厚生労働省出向中）：
こちらこそよろしくお願いします。本当
に不思議なご縁ですよね。私は現在、厚
労省に出向しており、健康・生活衛生局
食品監視安全課の乳肉安全係に在籍して
います。ちょうど本橋さんが以前座って
いた席ですね（笑）。業務内容は、国内で
流通する食肉や乳製品等の安全を確保す
る施策の企画立案を中心に、制度の運用
や監視指導にも関わっています。これま
で農水省では、動物検疫所で動物・畜産
物の検疫業務や、本省の動物衛生課で家
畜防疫に関する施策の企画立案に携わっ
ていました。

本橋：現場経験は大事ですよね。私も厚
労省の検疫所で輸入食品の検疫業務を
行っていたことがありますが、その後の
政策立案の際に経験が役立ったと感じま
した。私は厚労省で採用され、今は農水
省消費・安全局動物衛生課の病原体管理
班で勤務しています。主な仕事は、家畜
伝染病の発生予防に向けた取組や、病原
体の所持規制、そして家畜伝染病発生時
の緊急対応体制の整備等です。

酒田：昨今の高病原性鳥インフルエンザ
の対応・対策等、世間の関心はこれまで
以上に高まっていますよね。そんな中、
国内で家畜伝染病が発生した際の、専門
家や業界の方との調整は大変なんじゃな
いですか？

本橋：そうですね。制度の実効性を高め
るために、いろいろな立場の方からの意

見を聞いて、現場とのバランスを考える
のが難しいです。

 

 なぜ国家公務員に？ 

本橋：そもそもですが、酒田さんはどう
して国家公務員を志望されたんですか？

酒田：食品衛生や感染症対策って、ひと
つの省庁では完結しないですよね。まさ
に「 ワンヘルス（One Health）※1」の実
践ですね。

本橋：酒田さんの仰るとおり、動物の病
気が人へ波及するリスクを考えると、省
庁の垣根を越えて連携することの重要性
を日々感じます。

 

 農水省と厚労省の業務

酒田：本省での仕事は政策の立案や国会
対応など、形式としてはどちらの省も似
ています。ただ、扱う施策の目的は明確
に異なりますよね。

本橋：そうですね。厚労省は「ひと、くらし、
みらいのために」をキャッチフレーズと
していて、その中でも獣医系技官として
は、たとえば食品の安全性確保や人獣共
通感染症の監視など 、人の健康への影響
を強く意識した施策に携わることになり
ます。

酒田：農水省は、生命を支える「食」と
安心して暮らせる「環境」を未来の子供
たちに継承していくことを使命としてい

ます。そのために、例として畜産業の振
興という観点から、家畜の健康を守るこ
とを目的とした施策を行っています。

本橋：厚労省の検疫所や農水省の動物検
疫所といった現場でも、それぞれの省庁
や施策の目的に応じた業務をしてますよ
ね。そういう面では、扱う施策によって
目的が異なっていたとしても、さっき話
していたように「国民の生活を守る」と
いう使命は同じですね。

酒田：例えば災害や食中毒、感染症が発
生したときは、どちらの省でも緊急対応
に追われますよね。

本橋：特に危機管理等の緊急時の対応は、
行政間で連携して対応する必要がある共
通の任務ですからね。状況に応じて、臨
機応変に連携する力も求められます。

 

　読者へのメッセージ

酒田：今日は農水省と厚労省、それぞれ
の業務の違いや共通点について話しまし
たが、どちらの省で働くにしても、獣医
師として、社会にどう貢献したいかを考
えて、進路を選んで欲しいと思います。

本橋：国家公務員獣医師は、責任の重さ
と同時に、社会へのインパクトの大きさ
も感じられる仕事です。国民の健康や安
全を守る仕事に関心がある方は、ぜひチャ
レンジしてみてください。

酒田：本橋さん、今日はありがとうござ
いました。お互いの立場からいろいろ話
せて、とても有意義な時間でした。

本橋：こちらこそ、ありがとうございま
した。今後も連携しながら、それぞれの
立場で頑張っていきましょう。

酒田：公衆衛生と家畜衛生、アプローチ
は違っても「国民の生活を守る」という
使命は同じですよね。それに家畜衛生と
食品衛生はどちらもフードチェーンの流
れの中でつながっていると感じます。

本橋：本当にそう思います。今こうして
お互いの省庁で働いてみると、視点の違
いを実感しながらも、目指すゴールは同
じだと再認識します。

 

 お互いの業務上での関わりは？

酒田：乳肉安全係として直接のやり取り
は少ないのですが、厚労省食品監視安全
課では、農水省動物衛生課とは日頃から
食品衛生や家畜衛生に関する情報共有を
行っています。皆さんが思っているより
も、やり取りは多いと思います。

本橋：私も以前、厚労省で輸入食品の安
全確保に係る仕事をしていたとき、家畜
衛生に関する動物検疫所の対応で農水省
と何度も調整した経験があります。特に
牛海綿状脳症（BSE）関連では、細かな
手続きまで両省で連携する必要がありま
した。

厚生労働省 獣医系技官 × 農林水産省 獣医系技官  対談

 

厚生労働省 獣医系技官
 

農林水産省 獣医系技官 省庁を越えて社会に貢献する

厚生労働省 農林水産省
本橋克弥
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厚生労働省平成30年入省。東京検疫所食品監視課、徳島県への出向、厚生労働省
食品監視安全課を経て、現在は農林水産省動物衛生課に出向中。

X

酒田光輝
農林水産省令和２年入省。動物検疫所中部国際空港支所、農林水産省
動物衛生課を経て、現在は厚生労働省食品監視安全課に出向中。

国家公務員 

※1 人や動物の健康と、それを取り巻く環境を包括的に捉え、関連する人獣共通感染症などの分野横断的な課題に対し、関係者が
　  連携して取り組む概念。
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ALL JAPAN

検討1

検討3

検討2

検討4

時折いただく「国の政策立案って具体的に何をしているんですか？」「制度設計と言
われてもイメージが湧かない」との声にお答えして、広域食中毒事例の探索を例に制
度設計の提案から検討、施行までの流れをご紹介します。

　Multiple-Locus Variable-number tandem repeat Analysis
（反復配列多型解析法）の略称。染色体の特定領域で認められる短
い塩基配列の繰り返し回数を数え、複数領域で回数を比較するこ
とで菌株間の遺伝的な近さを分析します。

　National Epidemiological Surveillance of Infectious Dis-
eases（感染症サーベイランスシステム）の略称。感染症法に基づ
く発生の届出や、積極的疫学調査に関する全国の情報を集約・共
有するためのシステムです。

　通常は各自治体が主体となって進める食中毒調査ですが、食品
流通や人の移動が広域化する中で地方をまたぐ事例、特に腸管出
血性大腸菌（EHEC）によるものの発生やその対応にあたっての
情報共有の遅れ、そこから生じる原因究明の難しさが課題となり
ました。

　そこで、早期探知や被害拡大の防止を目的に、分子疫学的な検
査手法、喫食歴に代表される聞き取り調査とこれらの情報の集約
と共有についてといった課題について検討を行い、実行に向けて
研修の実施や法改正も行いました。

MLVAとは？ NESIDとは？

MLVAリストを用いた
広域事案の探知・解析へ

分子疫学的な検査手法の統一

広域連携協議会の設置
発生情報の集約と共有

　当時普及していた検査手法が複数あったことも
あり、自治体間で検査手法が異なったために結果の
直接的な照合が難しいという事例が発生しました。
　国として検査手法を統一するにあたり、判定の迅
速性や確実性などの技術面について国立感染症研
究所等の研究機関に意見を求めました。
　また、実行性の観点から、費用面での比較検討や
検査機器等の整備状況の調査を行うとともに、自治
体向け技術研修会も開催しました。

　当時普及していた検査手法が複数あったことも
あり、自治体間で検査手法が異なったために結果の
直接的な照合が難しいという事例が発生しました。
　国として検査手法を統一するにあたり、判定の迅
速性や確実性などの技術面について国立感染症研
究所等の研究機関に意見を求めました。
　また、実行性の観点から、費用面での比較検討や
検査機器等の整備状況の調査を行うとともに、自治
体向け技術研修会も開催しました。

検出された遺伝子型を元に広域発生の可能性を探知
すること、また疑い事例で共通の発生要因を精査し
て拡大・再発防止に繋げるには関連情報を一元的に
集約するだけでなく、必要に応じ速やかな追加調査
を行う必要があります。
　事例ごとに共通 ID（NESID ID）を付し、疫学情報や
MLVA データ等を紐付けしつつ集約して自治体間で
閲覧可能にするとともに、国からのフィードバックも
追加できる体勢を整えました。

検出された遺伝子型を元に広域発生の可能性を探知
すること、また疑い事例で共通の発生要因を精査し
て拡大・再発防止に繋げるには関連情報を一元的に
集約するだけでなく、必要に応じ速やかな追加調査
を行う必要があります。
　事例ごとに共通 ID（NESID ID）を付し、疫学情報や
MLVA データ等を紐付けしつつ集約して自治体間で
閲覧可能にするとともに、国からのフィードバックも
追加できる体勢を整えました。

　食中毒調査では他自治体への旅行や飲食の情報
があれば、該当の自治体に情報提供や調査を依頼
することが一般的ですが、調査段階では他の事例と
の関連性の有無が分かりにくい、関係する自治体が
増えると情報共有の負担が大きくなるとの課題が
ありました。
　そこで国と各自治体の協力義務について明文化
し、また国と各自治体で情報共有を行う広域連携協
議会の設置規程を追加する法改正を行い、平時か
ら体制を作る法的根拠としました。

　食中毒調査では他自治体への旅行や飲食の情報
があれば、該当の自治体に情報提供や調査を依頼
することが一般的ですが、調査段階では他の事例と
の関連性の有無が分かりにくい、関係する自治体が
増えると情報共有の負担が大きくなるとの課題が
ありました。
　そこで国と各自治体の協力義務について明文化
し、また国と各自治体で情報共有を行う広域連携協
議会の設置規程を追加する法改正を行い、平時か
ら体制を作る法的根拠としました。

食品衛生部門と感染症部門での
情報共有の効率化
　EHECの症例は、喫食歴などから食中毒が疑われ
るよりも前に、感染症法に基づく医師からの届出に
より、感染症として探知される場合もあります。
　このため患者からいかに感染経路特定の鍵とな
る情報を聞き取り両部門間で共有するかが課題と
してあげられました。
　実際に自治体で使用している調査票を提供して
もらうとともに、厚生労働科学研究班と網羅すべき
事項の検討を行い、共通調査票と調査協力マニュア
ルを策定しました。

　EHECの症例は、喫食歴などから食中毒が疑われ
るよりも前に、感染症法に基づく医師からの届出に
より、感染症として探知される場合もあります。
　このため患者からいかに感染経路特定の鍵とな
る情報を聞き取り両部門間で共有するかが課題と
してあげられました。
　実際に自治体で使用している調査票を提供して
もらうとともに、厚生労働科学研究班と網羅すべき
事項の検討を行い、共通調査票と調査協力マニュア
ルを策定しました。

食中毒調査と散発・広域事例

分子疫学的な分析結果を
活用し、広域発生の食中毒
を早期探知し、被害の拡大
を防止できないのか？

腸管出血性大腸菌
（EHEC）による
食中毒事例の散発的
発生

感染症の流行か？
食中毒なのか？

自治体間での遺伝子
分析手法の違い

散発的な患者発生の
背景に共通の要因は
存在するのか？

厚生労働省　地方自治体、研究機関X

政策の立案から施行 その流れとは？政策の立案から施行 その流れとは？

1つのプロジェクトにチームで取り組む 1つのプロジェクトにチームで取り組む　ALL JAPAN

　何らかの共通要因がありそうな患者の散発的な発生が認
められても、当時は、遺伝子型がタイムリーに共有されない
といった理由から、早期探知が難しく、もどかしく感じてい
ました。課題を順に解決しながら、時には関係者との意見の
相違を乗り越えつつ、新しい調査の仕組みを皆で作り上げ
ていくことは、得がたい経験でした。

「見えないつながり」を追って 
ー新たな調査体制の構築

厚生労働省 食品衛生部門

　広域事案の探知には、国による一元的な情報収集と解析
が効率的で、その結果を自治体にフィードバックするよう要
望しました。また、肉類に偏りがちな喫食調査に、その他の
視点を盛り込めるような調査票等の工夫や、自治体職員の
負担増が最小限となるような配慮も要望しました。
何度も意見交換し、現場を持つ自治体の意見を尊重してい
ただけたと思います。

国と自治体との調整作業を経て
決定した運用

東京都保健医療局健康安全部

　広域食中毒の検出や分析は地域では散発にて困難なこと
が多く、全体を俯瞰した対応が不可欠です。出自の異なる
病原体情報（MLVAリスト）と感染症情報（NESIDリスト）
とを突合させ、異常を検出し、疫学情報を分析していく科学
的アプローチが制度として根付いたことは非常に画期的で
あり、印象に残っています。

データ連携が拓いた
広域食中毒への対応

国立健康危機管理研究機構（JIHS）
国立感染症研究所　応用疫学研究センター

　EHECの発生事例を踏まえ、自治体内・自治体間の感染
症部門と食品衛生部門の連携が不十分という課題が挙がり
ました。感染症対策課では、JIHSでのMLVAデータ解析や
食品監視安全課等との定期的な情報共有により、部門間・自
治体間の連携を進めており、今後もEHEC対策等での関係
者連携を図っていきたいと考えています。

感染症・食品衛生部門の連携による
MLVAリストの活用

厚生労働省 感染症部門
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LIFE STYLE

業務の中で自然に触れる機会
が少なく、最近は自然の中で
体を動かせる登山にハマって
います！日帰りでの登山だけ
でなく、年次休暇や夏季休暇
を活用して遠方の山にチャレ
ンジしたりしています。

退勤後は家でゆっくり動画を
観たり大学時代の友人とビデ
オ通話をしたりして過ごすこ
とが多いです（映えないです
が…）。気が向いた時には電車
を途中下車し、ショッピング
をして帰ることもあります！

オフに登山にチャレンジ 退勤後のすごし方
官舎を借りて一人暮らしをし
ています。業務や国会対応で
退勤が遅くなっても早く帰宅
できるため、とてもありがた
いです。インテリアや家具に
こだわり、テレワーク時にも
好きな空間で仕事をする事が
できています。

机の上と PC 画面はすっきり
させておきたいのですが、気
がつくと付箋の ToDo リスト
と紙資料、お土産のおやつが
増えています。灰色猫の巾着
はやる気を出すためのアイテ
ムですが、中身はウェブ会議
用のイヤホンです。

こだわりの一人暮らし デスクまわりとやる気アイテム

出勤までに届いたメールを確認し、その日優先して行う
業務や打合せ等の離席予定をまとめて係内にメールで共
有します。重要な案件は付箋にメモしてモニタ端へ貼り
付けています。

政府広報室と作成した食中毒予防のための広報動画の試
写会があり、内閣府へ。スタジオ撮影時からどう編集さ
れたか、正しく予防の知識が伝わるか関係者で確認しま
した。

省令の改正に向け、これまでの経緯や改正の要点を整理
した説明資料を作成。Teams等のウェブツールも活用
し、上席の方のご指摘を参考にしてブラッシュアップし
ます。

海外の関係機関から小規模事業者を対象とした衛生管理
の基準について調査票が回ってきました。機械翻訳も見
つつ係内で回答案を練っていきます。

講義依頼などで出張がある
ことも。用務終了後、復路
の便まで時間がある時は夕
飯がてら周辺の散策に出か
けています。

（写真は帯広出張の時見に行ったばんえい競馬）

主に国内の食品を扱う施設に関する事項、特に HACCP に沿った衛生管理
や食品衛生法に基づく営業許可制度を担当しているほか、手洗い等の食中
毒予防に関する啓発活動、食品の自主回収報告制度も扱っています。また、
獣医系技官の採用業務も担当しています。

健康・生活衛生局
食品監視安全課　食品安全係

犬飼  真秀
I N U K A I  M a h o

令和３年入省。医薬・生活衛生局食品監視安全課に配
属され、輸入食品の監視や輸入牛肉のBSE対策を担当。
その後、茨城県に２年間出向した後に東北厚生局で輸
出食肉施設の査察等を担当。令和７年４月から現職。

営業許可や届出制度、またHACCP
に沿った衛生管理の推進について
の施策を検討するにあたり、情報収
集や課題の洗い出しを行います。地
方自治体からの問い合わせ対応や
衛生管理についての講習など、専門
知識とコミュニケーション力の双
方が必要な場面も多いです。

国会会期中、関連委員会の開催前
は、担当分野に関する質問の通告有
無が確定するまで係内で当番を決
め待機します。質問があると答弁者
の調整や他省庁・関係部署とのやり
とり、答弁書作成などの業務が一気
に発生するため、係内・課内が一丸
となって対応します。

平常時の業務 突発的な業務

出勤

9:30

12:00

13:00

15:00

18:00

高橋  真央  TAKAHASHI  Mao 遠山 七彩  TOOYAMA  Nanasa 犬飼　真秀  INUKAI  Maho井谷　寛  ITANI  Hiroshi
食品監視安全課　乳肉安全係 食品監視安全課　食品健康被害情報管理室 食品監視安全課　食品安全係食品監視安全課　食品健康被害情報管理室

獣医系技官  私たちのお気入り

輸出食肉認定施設の査察は朝早くから始まります。
そのため、査察前日は施設近辺のホテルに前泊し、
7：30頃までには施設に入ります。

査察の日は施設の食堂や近
場の飲食店でランチを済ま
せます。事前に施設周辺を
リサーチしておけば好きな
お店に行けます。

施設や食肉衛生検査所の記録類の確認を行います。不
明点があれば相手に確認しますが、担当者とのやり取
りでは食品衛生等の知識が求められます。

査察の日は、と畜場や食肉処理施設内を実際に歩いて輸
出要綱や衛生事項が守られているかを確認します。主に
と畜現場などで獣医師としての知見が求められます。

査察の最後に、施設と検査所に査察結果の講評を行い
ます。必要な改善事項を相手が理解できるよう伝えま
す。場合によっては講評後に施設担当者からの質問に
答えます。

通常、食肉施設での査察は開
始が早いことから早めに終わ
ります。査察先が京都、姫路
といった観光地なので業務時
間外にふらっと名所に立ち寄
ることも。

厚生局の獣医師として、主に輸出食肉・食肉製品に関する業務を担当し、
輸出認定施設への定期的な査察や、施設や自治体からの相談に対応してい
ます。また、輸出水産や食中毒に関する業務にも携わっています。

近畿厚生局 健康福祉部
食品衛生課 食品衛生専門職

山田　大悟
Y A M A D A  D a i g o

平成27年入省。東京検疫所に配属。徳島県に出向し
食肉衛生検査所や保健所での業務を経験。平成31年
4月より本省健康局結核感染症課（現感染症対策課）
にて動物由来感染症対策や新型コロナ対策に携わる。
令和4年より現職。

輸出食品施設への査察がメインと
なります。査察に行くまでの準備、
行った後の改善指導までがルーチ
ンです。施設や食肉衛生検査所への
指導にあたってはと畜の一般的な
流れやHACCPの知識などをよく理
解しておく必要があります。

査察日などは自分で調整できる
ため、基本的に残業ゼロで業務を
進めるようにしています。ただ、
査察現場では何が起きるか分か
らないため重大な違反事案など
があった場合は時間がかかるこ
ともあります。

平常時の業務 忙しい時は

出勤

9:30

12:00

13:00

15:00

18:00

最近メニューが増えたことも
あり、大体は職員食堂で食べ
ています。省内にパン屋さん
があるのですが、時々おやつ
にチェリーデニッシュを買っ
ています。

獣医系技官の Life Style
獣医系技官が日々どのように過ごしているのか日常を追ってみました。

獣医系技官の仕事以外の素顔をご紹介します。スピンオフ
コラム
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若手獣医系技官
M E S S A G E

公衆衛生分野で国民の健康に携わる獣医系技官。
どのような思いを持ち厚生労働省に入省したのか、
若手職員の声を聞きました。

入省後 1 年間の流れ

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

本配属

夏季休暇

人事異動

研修後、４月末～５月上旬に各
配属先へ配属となります。

入省後直ちに業務が始まるわけではなく、はじめ３
週間程度は、厚生労働省新規採用職員研修で厚生労
働行政について学んだり、獣医系技官研修で検疫所
や地方厚生局などの見学に行ったりします。

全府省の総合職新規採用職員
を対象とした研修が行われま
す。約３週間に渡り他省庁の
新規採用職員と共に研修を受
けます。

ある程度業務になれ、一歩踏
み込んだ新しい仕事にチャレ
ンジし始めます。また、通常国
会が始まり、国会答弁の作成
や議員の方とのやり取り等、
上司の対応を見ながら流れを
学びます。

年度の切り替わりに人事の異動が行われることが
多いです。自分や周りの職員が異動する場合、次年
度以降も問題無く業務を継続できるよう、引き継ぎ
や業務整理を行います。

厚生労働省では、７月～９月
に連続３日、夏季休暇を取得
することが出来ます。

令和７年度入省の職員４名は、みな
別々の検疫所に配属となりました！

夏季休暇と年次休暇を組み合わせて１週間の
休みをとり、海外旅行に行きました！

同じ年度に採用された他
省庁の同期と仲良くなり
ました。

1年目のこの時期に初め
ての海外出張を経験しま
した。

大学での勉強で、業務に役立ったことは？ 学生のうちにしておいた方が良いことは？

入省前に想像していた以上に、様々なバックグラウ
ンドを持つ人が働いていることに驚きました。お互
い違いを感じながらも学びになることが多く、楽し
く働くことができています。

コロナ本部にて職務に当たったこと、WOAH 主催のワー
クショップに参加したこと、オズウイルス患者の報告に携
わったことなどなど、若手のうちから大きな業務に携われ
たことが印象的でした。

食品衛生学の知識はとても役立つと思います。前提と
なる知識があることで、食品衛生法や乳等命令などの
法令の理解がしやすかったと感じています。

学生のうちに勉強に限らず多様なことに興味を持ち挑戦して
みるといいと思います。未知なものに対して拒否感や警戒心
より、好奇心の方が大きいと仕事も楽しくなると思います。

入省前と入省後の印象の違い（ギャップ）は
ありましたか

これまでの業務で印象的なエピソード、
経験を教えて下さい！

諸隈さん 清水さん

岡田さん 山田さん

健康・生活衛生局
感染症対策部　感染症対策課　係員

山田  大陽  Y A M A D A  T a i y o

　中国には「上医医国、中医医民、下医医病」
（上医は国を医し、中医は民を医し、下医
は病を医す）という言葉があります。こ
の言葉は、動物の病気を治すだけでなく、
社会全体の健康を改善することこそ、獣
医師の真の役割であることを教えてくれ
ます。「ワンヘルス」の理念の下、厚生労
働省獣医系技官として、社会全体の健康
の実現に共に取り組んでいきませんか？

健康・生活衛生局
感染症対策部　感染症対策課　係員

清水  孝文  S H I M I Z U  T a k a f u m i

令和6年入省

令和４年入省

 

国民ひとりひとりの日常を守る仕事

獣医系技官としてワンヘルスの推進に取り組む

成田空港検疫所
食品監視課　係員

諸隈 光香  M O R O K U M A  M i k a

　私は獣医師として人の健康に広く携わ
りたいと思い入省しました。現在、成田
空港検疫所で食品衛生監視員として多種
多様な輸入食品と向き合っています。業
務では獣医師の専門性に加え、多岐にわ
たる分野への対応力が求められていると
思います。日々新たな学びを得ながら、
身近な食品の安全性確保に取り組むこと
にやりがいを感じています。

令和7年入省　

厚生労働省の獣医系技官としての一歩

東京検疫所
食品監視課　係員

岡田　英李香  O K A D A  E r i k a

　資格を活かして広く人のためになる仕
事がしたいと思い、厚生労働省へ入省し
ました。現在は東京検疫所で食品衛生監
視員として働いており、幅広い輸入食品
を取り扱うため、獣医学だけでない様々
な知識が求められます。大変なこともあ
りますが、常に新鮮な気持ちで、学びな
がら仕事に携わることができます。

令和7年入省

常に学び続けられる環境

入省！

初任行政研修

新しいステップへ

若手獣医系技官アンケート　若手職員へ聞いてみました！

　新型コロナウイルスにより大学生活が
一変したことで、普段の日常が貴重であ
ることを実感し、それらを守りたいとい
う思いから厚生労働省に入省しました。
獣医系技官は国民の日々の暮らしに直結
する食品安全と感染症対策に携わること
ができます。国民の暮らしを陰で支える
ような仕事に魅力を感じています。



　私は入省２年目に第１子を授かり、５年目に第２子、さらには留
学研修中に第３子を授かりました。
　２年間の留学研修を終え、現在は３人の子どものパパとして本省
勤務をしています。妻もフルタイムで復職し、それぞれの職場の制
度を活用しつつ、仕事と育児を両立しています。一昔前とは違い、
テレワークの環境も整い、利用できる制度も増えたことで、男性職
員も育児に参加しやすくなったと実感しています。そして何よりも、
周囲の理解と支えがあるからこそ、安心して両立に取り組むことが
できています。

第２子を授かったタイミングで1か月の育児休業を取得しました。厚生労
働省では男性であっても最低１か月の育児休業の取得が奨励されています。

健康・生活衛生局
食品監視安全課主査

佐分  洋平
SABUR I  Y o h e i

こんな休暇・休業制度の使い方も！

原則、国家公務員の勤務時間は、１日７時間45分、１週間38時間45分で、
土・日曜日及び祝日等の休日は休みとなっています。職員が希望する場
合には、公務の運営に支障がない範囲でフレックスタイム制（職員の申
告を考慮して１日の勤務時間を決める制度）を利用できます。また、１
日の勤務終了後、翌日の勤務開始までの間に、11時間以上の休息時間（イ
ンターバル）を設け、生活時間や睡眠時間を確保しています。

厚生労働省では、柔軟な働き方の実現に向けた各種制度を活用でき
ます。健康の維持だけでなく、育児や介護などのライフステージに
応じた働き方が可能となるよう、ワークライフバランスの推進に取
り組んでいます。

配偶者の就業等の状況にかかわらず
取得可能

残業などの超過業務が考慮され免除

産前６週間、産後８週間
※多胎妊娠の場合は産前１４週間

1日の勤務時間の一部（２時間まで）を
勤務しないことが可能

勤務時間を１日３時間５５分
（週１９時間３５分）等に短縮

出産育児休業

小学校就学前の子どもを養育する場合

３歳未満の子どもを養育する場合

出産する場合

1 年で最大 20日付与。20日間を限
度として翌年に繰り越しが可能。

要介護状態にある家族を介護する場
合に取得可能。

療養のため勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合に取得可能。

夏季休暇、結婚、子の看護などで
取得可能。

その他の休暇制度例
介護休暇年次休暇

病気休暇 特別休暇

育児短時間勤務

育 児 休 業

超過勤務の免除

産前・産後休暇

育 児 時 間

勤務時間について

テレワークも活用可能です！

各個人のライフステージや環境に
対して、柔軟に働けるようにその
他休暇制度も用意され、働きやす
い環境整備に力をいれています。

出産や育児での負担への配慮と、
仕事と育児が両立を重視した、
さまざまな育児休業等制度で
サポートしています。

育児休業　　配偶者出産休暇　　定時退庁　　テレワーク

　令和7年5月に復職し、現在はフレックス制度を利用して夫と保
育園の送迎を分担しています。お迎えに行かない日も定時で帰れる
よう職場でお声がけいただくことも多く、理解いただき働けること
に感謝しています。また、復職は経験のない部署だったため、限ら
れた時間の中で新しい業務に挑戦することに不安もありましたが、
サポートいただき業務に慣れることができました。
　子供の成長はあっという間で、育休中のように一日中一緒にいる
ことができないのを寂しく感じる時もありますが、その分一緒にい
る時間は思いっきり楽しむようにしています。

令和６年に出産し、入省3年目にあたる1年間に育児休業を取得しました。

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸出先国規制対策室

佐藤　千紗
S A T O  C h i s a

フレックス制度　　定時退庁　　テレワーク　　休憩時間の変更　　特別休暇
（看護休暇）

出産・育休取得時期

出産・育休取得時期

ワークライフバランス

男性の育休は当たり前
工夫次第でフルタイム共働きも

働き方を選べる環境で
新しいことにも挑戦できています

入籍後、結婚休暇制度を利用し、
1 週間沖縄旅行へ行きました！
入籍後、結婚休暇制度を利用し、
1 週間沖縄旅行へ行きました！

夏季休暇（3 日）に年次休暇を併せて 10 連休の
まとまったお休みをいただきました！子どもも
夏休みだったため、家族で旅行に行くことができ
ました！

配偶者が海外転勤になった
ため、1 年半程度休職し、
復帰しました。

病気により手術が必要となり、1ヶ月間のお休みを
いただきました。その後も体調に応じてリモート
ワークを活用したり、時間休を取得したり、無理
なく勤務できています。
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受験資格

近年の採用実績

試験日程

採用試験

採用試験体験談

採用について

受験する年度の４月１日時点に30歳未満である者

獣医師国家試験に合格している者、又は、当該年
度3月31日までに獣医師国家試験の受験資格を有
する見込みのある者

毎年8 ～ 9 月頃に1週間程度のインターンシップを実施しており、獣医系技官として採用された場合に配属される可能性
がある部署の業務説明を受けるほか、実際に業務も体験していただきます。プログラムは年度により異なりますが、本省以
外の関連機関の見学も実施しています。

最新の情報は獣医系技術職員ホームページでご確認ください。

● 専門試験（多肢選択式・記述式）
● 基礎能力試験（多肢選択式）

● 政策課題討議試験
● 人物試験　※英語試験（TOEIC等）の加算あり

大学において「獣医公衆衛生行政について」という題目で、国及び地方自治体で働く
公衆衛生獣医師の仕事内容などについて講義を行っています。
講義後には座談会を開催しておりますので、興味がある方は是非ご参加ください！

1次試験について
専門試験（多肢選択式60問、記述式4問）及び基礎能力試験（多肢選択式
30問）で構成されており、通常２日（土･日）に分けて実施されます。

2次試験について
政策課題討議試験とは、政策の企画立案に必要な能力その他総合的な判
断力及び思考力についての総合試験であり、特にグループ討議によるプ
レゼンテーション能力やコミュニケーション能力を評価するものです。
人物試験では、人柄、対人的能力などについて個別面接を行います。

各種説明会で実際に厚生労働省で働く
先輩の話を直接聞くことができます。
遠方でも参加できるようオンライン形
式でも行っています。
海外留学、採用試験、実際の働きやすさ
など何でも質問してください。

各種説明会

　獣医学で学んだことを活かして様々な分野の方と関わる仕事をしたいと考
える中で、厚生労働省の獣医師はどんな分野に携わっているか知りたいと思
い、インターンシップに参加しました。
　インターンシップでは業務説明や業務体験、関連施設の見学をさせていた
だき、獣医系技官が携わる業務の幅の広さや責任に驚くと共にやりがいを感
じ、こんな進路もあるのか！と刺激を受けたのを覚えています。様々な進路
に悩む中で、選択肢の一つとして獣医系技官の在り方を知ってもらえたら嬉
しいです。

坂口 直弥
S A K A G U C H I  N a o y a

神戸検疫所食品監視課

実施年度 受験者数 第１次試験
合格者数

最終試験合格者数
（女性数）

2019年度 6名 3名   1名（0名）

令和2年度 8名 5名 4名（3名）

令和3年度 3名 3名 3名（2名）

令和4年度 4名 4名 4名（1名）

令和5年度 5名 4名 2名（0名）

令和6年度 10名 9名 5名（3名）

令和6年度の実施例

インターンシップ体験談

1次試験 5月下旬～6月上旬

2次試験 7月下旬

獣医系技官
を知る

イベントに
参加しよう

!!覗いてみたら運命と出会えるかも?！
獣医系技官は
どんなことをするの？

最新情報、質問や業務説明は
随時受け付けています。
ホームページをご覧ください。

どういう人が向いてる？

実際に話してみたい！

研究室の関係であまり時間がとれな
かったため、大学５年の１月頃から教
養・専門試験の勉強をしました。

試験直前の４月頃より、専門試験の勉
強を中心に始めました。

試験の２、３か月前から開始しました。

いつから試験対策を始めましたか。

基礎教養試験の対策冊子を大学経由
で購入し、数的処理など対策しやす
い分野を繰り返し練習しました。

公開されている過去問を解いたり、
特に出題されやすい感染症・公衆衛
生分野の教科書を読み込んだりして
いました。

5年分の過去問を繰り返し解いて復習
しました。大学のテスト勉強も対策
に役立ったと思います。

１次試験の対策方法

大学の就活センターを利用し、何度か
面接練習をしました。

入室～退室のマナーをよく確認しまし
た。自分のやりたいことを適切に伝え
られるように、あらかじめ考えを整理
しました。

面接対策本を読み込み、友人に面接官
役として手伝ってもらいました。

面接試験の対策方法

学内で模擬政策課題討議を行い、見や
すいレジュメを作る練習をしました。

ニュースや新聞の記事から政策の具体
例を調べ、その意図が何か自分なりに
解釈しました。

過去問を用いて、他の省庁を希望する
方々とオンラインで討議の練習を重ね
ました。

政策課題討議の対策方法

大学５年の10月頃から英語加点のための
TOEIC勉強をし、翌年１月に受験をしました。

大学３年生から厚生労働省の受験を検討してい
たので、時間のある長期休みの間にTOEICを
受験しました。

英語試験の活用をした場合、その勉強時期

専門試験対策は国家試験対策にも繋がるので、
国試対策本は見ておいて正解でした。また、面
接試験も何度も繰り返し練習したので、当日は
緊張したもののある程度余裕を持って回答する
ことができました。

業務で英語を読む機会もあるので、英語試験活
用のためにも英語の勉強をしておけばよかった
と思いました。

面接形式等をあまり下調べしていなかったので
緊張しました。先輩や知り合いに職員がいれば
聞いておくとよいと思います。

採用試験を受けてみての感想
（やってよかったこと、やっておくべきだったこと）

採用関連
イベント

 5月 オンライン受験相談会、インターンシップ説明会
 8月 業務説明会＆政策立案ワークショップ
 12月 業務説明会
 2月 霞が関OPENゼミ
 3月 業務説明会
 通年 大学での出張講義

最新の受験案内や過去の試験問題については、
こちらのページをご覧下さい

出張講義

インターンシップ制度
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